
尼崎市飼い主のいない猫捕獲器貸出要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市内に生息する飼い主のいない猫を捕獲し、去勢手術又は不妊手術（以

下これらを「手術」という。）を行うために、市が所有する猫捕獲器（以下「捕獲器」という。）

の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。 

（貸出対象者） 

第２条 捕獲器の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 市内に住所を有し、かつ、満１８歳以上の者であること。 

（２）捕獲器の使用目的が、市内に生息する飼い主のいない猫に手術を行うためであること。 

（３）捕獲器の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。ただし、自己の所有 

  する土地等に捕獲器を設置する場合にあっては、この限りではない。 

（４）自己の責任で捕獲器の管理、餌の入替え等ができること。 

（貸出手続） 

第３条 捕獲器の貸出しを必要とする者（以下「使用者」という。）は、捕獲器貸出申請書（様

式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 使用者は、捕獲器貸出申請書に記載した申請者とし、他者に転貸借をしてはならいものと

する。 

３ 市長は、申請書の提出を受ける際に、本人確認として使用者の顔及び現住所が確認できる

ものの写しの提出を求めるものとする。 

４ 市長は、申請書の提出を受け、必要と認める場合は設置状況を確認することができる。こ

の場合において、使用者は、市からの協力の求めに応じるものとする。 

５ 市長は、貸し出した捕獲器を、捕獲器使用一覧に記録し、管理するものとする。 

（貸出期間） 

第４条 捕獲器の貸出期間は、１回の申請につき申請日から起算して３０日以内とする。 

２ 前項に規定にかかわらず、市長は、捕獲器の貸出しの状況に応じ、貸出期間を最大１４日

間まで延長することができる。この場合、貸出期間の延長は電話で受け付けて差し支えない

ものとする。 

（貸出台数） 

第５条 捕獲器の貸出台数は、１人当たり１台とする。ただし、貸出状況を考慮し必要に応じ

て、追加で貸出することができるものとする。 

（費用負担） 

第６条 捕獲器の貸出しに要する費用は、無料とする。 

２ 捕獲器の使用に伴い発生する費用は、使用者の負担とする。 

（捕獲器の管理等） 

第７条 使用者は、捕獲器を適正な方法で使用又は管理しなければならない。 

２ 使用者は、捕獲器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、使用者の負担において修復し、

又は同等以上の新品をもって弁償しなければならない。ただし、通常の使用状態において生



じたと認められる軽微な損傷については、この限りではない。 

３ 捕獲器貸出中の事故については、使用者の責任において処理しなければならない。 

４ 使用者は、捕獲器を使用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 安全に配慮し設置すること。 

 ⑵ 事故のないように注意すること。 

 ⑶ 捕獲器をこの要領の目的外に使用しないこと。 

 ⑷ 捕獲器の権利を譲渡若しくは転貸し、又は改造してはならない。 

 ⑸ 要領に基づく飼い主のいない猫以外の動物を捕獲した場合は、速やかに放さなければな

らない。 

 ⑹ その他市長が指示した事項 

（返却） 

第８条 使用者は、貸出期間満了日までに捕獲器を市に返却しなければならない。 

２ 使用者が飼い主のいない猫の捕獲をしなくなったときは、速やかに捕獲器を市に返却しな

ければならない。 

３ 使用者は、捕獲器を返却するときは、捕獲器を洗浄及び消毒し、貸出時と同等の状態で返

却しなければならない。 

４ 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第４条の規定にかかわらず、捕

獲器の貸出しを中止し、返却させることができる。 

 ⑴ 虚偽その他の不正手段により捕獲器の貸出しを受けたとき。 

 ⑵ 第２条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

 ⑶ 第７条の規定に違反したとき。 

（利用報告） 

第９条 使用者は、前条の返却時に猫捕獲器利用報告書（様式第２号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（免責事項） 

第１０条 市長は、捕獲器の貸出しに起因する全ての事故、紛争等について責任を負わないも

のとする。 

（定めのない事項等の処理） 

第１１条 この要領に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、市長が別に定めるこ

ととする。 

附 則 

この要領は、令和７年１２月１日から施行する。 


